
 

 

 

 

 

様式集 

 

 

＜記入様式（例）編＞
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【様式１】 
避難所利用者名簿 避難所名 

 

入所日
避難者 

ｶｰﾄﾞ番号
氏名 性別 自治会名 配慮事項 避難先 

安否確認 

への対応 
退所日 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 

/   男・女  有・無 避難所・在宅・車中 可・不可 / 
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【様式２】 瑞穂市長あて 
避難者カード 

避難所名  受付番号  

自治会名  記入年月日 平成  年  月  日 

ふりがな   

携帯電話番号 
（なければ自宅） 

（   ） 

－ 世帯代表者名  

住民票の住所 岐阜県 
市 

町村 
 

自宅 

種類 
□持家   □賃貸 
□その他（       ） 

家屋状況 
□全壊 □半壊 □一部損壊 □床上浸水 

□床下浸水 □断水 □停電 □ガス停止 

居住可否 □可  □不可 

車 
車種:        ﾅﾝﾊﾞｰ： 

色:        駐車場所： 

ペットの 

同伴 

□有（種類       ） 

□無 ※ペット台帳へも記入 

避難の状況 

（複数回答可） 
□避難所 □在宅 □車中 □屋外ﾃﾝﾄ（場所：    ）□その他（      ） 

家

族

の

状

況 

氏名 性別 年齢 

配慮が必要な事項（✓を記入したもは、下部に詳細を記入） 

妊
産
婦 

要
介
護 

障がい ア
レ
ル
ギ
ー 

服
薬 

そ
の
他 

身
体 

精
神 

知
的 

発
達 

そ
の
他 

世帯代表者 
□男 

□女 
歳 □ □ 

□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □ □ □ 

 □男 

□女 
歳 □ □ 

□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □ □ □ 

 □男 

□女 
歳 □ □ 

□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □ □ □ 

 □男 

□女 
歳 □ □ 

□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □ □ □ 

 □男 

□女 
歳 □ □ 

□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □ □ □ 

 □男 

□女 
歳 □ □ 

□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □ □ □ 

✓を入れたものの 

詳細記入欄 
 

避難所運営に協力できること（資格・特技）  

親族等からの 

安否確認への回答 
□可 □不可 

※必ず家族全員の同意を得たうえで✓を記入すること。また、ＤＶの
被害等により情報開示を希望しない場合は、必ず申し出をすること。 

退所時 

記入欄 

退所年月日 平成  年  月   日 連絡先  

退所後住所 
都道 

府県 

市区 

町村 
 

※上記の記入事項について、避難所運営(食料・物資の提供と配慮事項への対応等)のための避難所運営協議会及び運営部へ

の情報提供と、災害対策基本法第 90 条の 3 に基づく被災者台帳の作成に利用をしますのでご了承下さい。 
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【様式３】 
避難所開設報告書 

 

 

１ 発信 or 受信  （発信or受信者名        ） 

２ 報告日時 年   月   日   時   分 

３ 報告手段  □電話 □FAX □ﾒｰﾙ □伝令 □その他（   ） 

４ 避難所名 

 

  

連絡先（TEL               ） 

５ 避難種別 
□避難情報（避難勧告）による避難 □自主避難 

□家屋の倒壊や浸水等による避難 

６ 避難者・避難世帯数         世帯          人  

７ 
今後の避難者数の

増減の見込み 
□増加傾向 □減少傾向 □変化なし 

８ 

避

難

所

（

周

辺

）

状

況 

建物の状況 □安全 □要注意 □危険 □未実施 

ライフライン □停電 □電話故障 □断水 □ガス停止 

トイレの 

使用状況 
□既設 □携帯 □簡易 □仮設 

土砂崩れ □ あ り  □ 兆 候 あ り  □ な し 

道路状況 □通行可 □片側通行可 □渋滞 □通行不可 

９ 特記事項（必要な物資、人命救助、応急危険度判定等） 

 

 

 

 

 

 
※この報告書は、避難所開設直後に報告します。 

※発信者側からの送付が困難な場合は、受信者側で聞き取った内容を記載します。 
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【様式４】 
避難所状況報告書〈第 報〉 

 

避難所名：        

日時：  年  月  日  時  分 

 

送信者 

（連絡先） 

 

 

（          ） 

受信者  

避 難 者 に 関 す る 情 報 

避

難

世

帯

数 

避難所 世帯 

避

難

者

数 

避難所 人 

屋外テント 世帯 屋外テント 人 

車中 世帯 車中 人 

在宅 世帯 在宅 人 

帰宅困難者 世帯 帰宅困難者 人 

その他(   ) 世帯 その他(   ) 人 

合 計 世帯 合 計 人 

今後の避難者数の 

増減の見込み 
増加傾向 ・ 減少傾向 ・ 変化なし 

今後の避難所の 

継続の見通し 
継続予定 ・ 閉鎖予定（時期：      ） 

避

難

所

状

況 
ライフライン 停電 ・ 電話故障 ・ 断水 ・ ガス停止 

トイレの 

使用状況 
既設 ・ 携帯 ・ 簡易 ・ 仮設 

土砂崩れ あり ・ 兆候あり ・ なし 

道路状況 通行可 ・ 片側通行可 ・ 渋滞 ・ 通行不可 

マスコミ等からの 

取材の有無 
あり（取材者：          ）・ なし 

特記事項（懸案事項、応援職員の必要性、避難者の様子等） 

※発信者側からの送付が困難な場合は、受信者側で聞き取った内容を記載します。
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【様式５】 

 

避難所用務日誌 

 
避難所名  部（担当）名  

担当者名 
※応援職員の場合は派

遣元市町村名も記載 

勤務時間／用務内容 

名前 

 

 

※市町村名 

  年  月  日（ ）  ～  年  月  日（ ） 

 時  分           時  分  

【用務内容】 

 

 

 

 

名前 

 

 

※市町村名 

  年  月  日（ ）  ～  年  月  日（ ） 

 時  分           時  分  

【用務内容】 

 

 

 

 

名前 

 

 

※市町村名 

  年  月  日（ ）  ～  年  月  日（ ） 

 時  分           時  分  

【用務内容】 

 

 

 

 

名前 

 

 

※市町村名 

  年  月  日（ ）  ～  年  月  日（ ） 

 時  分           時  分  

【用務内容】 

 

 

 

 

特記事項（要望、苦情、改善点等） 
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【様式６】 

 

事務引継書 
 

避難所名：              

日時：  年  月  日  時  分 

 

担当者名 

前任者 後任者 

 

 

 

用務内容 

 

 

 

 

 

用務における

注意点 

 

 

 

 

避難者の様子 

 

 

 

 

避難者からの

要望・苦情 

 

 

 

 

対応状況 

 

 

 

 

情報共有事項 

 

 

 

 

 

その他 
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【様式７】 

避難所生活ルール（例） 

この避難所において、以下のとおり避難生活ルールを定めます。 

避難生活をされる方は、守るよう心がけて下さい。 

          ○○小学校避難所運営協議会 

１  この避難所は、地域の防災拠点です。避難者の利用者の方は、当番などを通じて自主

的に避難所運営に参加して下さい。 

２ この避難所の運営のため、地域住民（避難者）のうち代表者と運営の中心となる方数

名に加え、施設管理者によって、避難所運営協議会（以下「協議会」という。）を組

織します。 
・委員会は、毎日午前     時と午後     時に定例会議を行うこととします。 

  ・協議会の運営組織として、総務部、避難者情報管理部、情報提供部、食料・物資部、

生活支援部、衛生部の運営部を避難者で編成します。 
３ 避難所は、電気、水道などライフラインが復旧し、避難者の方々の住居の確保ができ

次第、順次、縮小・閉鎖をしていきます。 

４ 避難者は、家族単位で避難者カードを記入して提出する必要があります。 

  ・避難所を退所する時は、協議会又は、避難者情報管理部に連絡してください。 

５ 施設管理者が許可した場所以外は、避難スペースとして利用できません。また、避難 
スペースは定期的に見直しを行います。 
・施設内（屋内）は土足禁止とします。 

  ・ペットは所定の場所のみで飼育することとし、避難スペースへの連れ込みは禁止し

ます。 
６ 食料、生活物資は、午前    時、正午、午後    時に、物資配布所前にて配布します。 

  ・全員分の食料、生活物資が確保できない場合は、原則として配布を中止します。 
ただし、特別な事情のある方へは、他の避難者の方々へ説明をしたうえで配布をす 
る場合があります。 

  ・ミルク・おむつや女性用品等の要望は、食料・物資部又は、生活支援部へお申し出 
ください。 

７ 消灯は、午後     時とし、居住スペースの照明を落とします。 

  ・防犯のため、廊下やトイレ周辺と、運営本部は点灯したままとします。 

  ・消灯時間後は、居住スペースでの会話や携帯電話の利用を控えてください。 

８ 施設に避難者の方への電話があった場合は、午前     時から午後     時の間のみ、

伝言の受付により対応し、放送により伝言のあった旨をお知らせします。 

  ・特設公衆電話は、混雑時は緊急用のみの利用とします。 

９  トイレの清掃は、午前     時、午後     時と     時に、避難者が交替で行います。 

  ・水洗トイレは、ライフラインの復旧まで使用禁止とします。 
10 公衆衛生のため、避難所への出入り時は必ず、手洗いうがいと手指のアルコール消毒

をし、マスクの着用を心がけください。 

  ・下痢、発熱等の症状のある方は、衛生部へ申し出てください。 

11  避難所内での飲酒と、所定の場所以外での喫煙は禁止とします。 
12  施設の敷地内での火気の使用は原則禁止とします。暖房器具・調理器具などの火気の

使用については、施設管理者の承諾を得たうえで、十分注意して使用をしてください。 

 ※下線部を記入のうえ、避難者の目の届くところに掲示します。 

なお、内容はあくまで例示のため、状況に応じ修正してください。
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【様式８】 

食料・物資管理簿（使用しない） 
項目 品 名 / / / / / / / / / / 

食料 

           

           

           

           

           

           

調味料 

           

           

           

           

           

           

飲料水 

           

           

           

           

           

           

生活 

用品 

           

           

           

           

           

           

衣料品 

           

           

           

           

           

           

その他 

           

           

           

           

           

           

           

           

※各市町村の備蓄品、義援物資等によって適宜項目を追加・変更しつつ使用する。 

※なお、本様式には日付、在庫数を記入し、担当者は在庫数を確認の上、サインす

るものとする。 
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【様式９】 

食料依頼伝票 兼 処理表 
 

No.       

避

難

所

用 

発信

日時 
年    月    日( )    時    分 

避

難

所 

避難所名              担当者名 

 

住所 〒                             TEL  

                                   FAX 

 

依

頼

内

容 

 

避難者用     食          うち    食は 

           合計     食 要配慮者等に配慮 

その他      食          した食事とする 

(在宅避難者等)        

その他の依頼食料 

 

↓     ↓     ↓ 

 

災
害
対
策
本
部
用 

処理

日時 
年  月  日( )  時  分 担当者名  

処

理

内

容 
 

避難者用     食          うち    食は 

           合計     食 要配慮者等に配慮 

その他      食          した食事とする 

(在宅避難者等)    

その他の依頼食料 

発注業者 

 

 

運送業者 

 

 

避難所到着予定時刻 

 

       年   月   日( )   時   分 
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【様式１０】 

物資依頼伝票 兼 処理表 
 

No.       

避

難

所

用 

発信日時 
  年  月  日( ) 

時   分 

 

 

災

害

対

策

本

部

用 

受信日時 
  年 月 日( ) 

   時  分 

避難所名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

担当者名 
 

住所 
〒 

 発注業者 

 

TEL                 

FAX  
運送業者 

 

担当者名  

 
依頼項目 数量 

備考 
(サイズ等) 

出荷可能 

数量 

個口 

数量 

備考 
（箱サイズ等） 

① 
 

 

     

② 
 

 

     

③ 
 

 

     

④ 
 

 

     

⑤ 
 

 

     

⑥ 
 

 

     

⑦ 
 

 

     

⑧ 
 

 

     

⑨ 
 

 

     

⑩ 
 

 

     

⑪ 
 

 

     

⑫ 
 

 

     

特記事項 特記事項 
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【様式１１】 

避難所ボランティア受付簿 
Ｎｏ．     

避難所名         

日時           

 

 ボランティア 

について 

年

齢 

性

別 

職

業 
過去のボランティア経験 備考 

① 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

② 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

③ 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

④ 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

⑤ 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

⑥ 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

⑦ 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

① 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

⑨ 

氏名  
男 

・ 

女 

 

有 

・ 

無 

内容：  

住所 

TEL  

特記事項（避難者からの苦情、トラブル、活動中の事故等） 
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【様式１２】 

 

 

取材者・訪問者への注意事項 

 
I.  当避難所の取材又は、研究のための調査等で訪問を希望される方は、事前

に当避難所の広報担当者までご連絡していただきますよう、お願いします。 

 

II.  避難所内では、腕章、バッジ、名札、ベスト等を着用し、身分を明らかにし

て下さい。 

 

III. 避難所内では担当者の指示に従って下さい。 

 

IV.  取材や見学が可能なスペース（部屋）は、原則○○のみです。それ以外の、

居住スペースや物資倉庫等は、立ち入り禁止とします。 

 

V.  避難所内は非常にデリケートな空間です。そのため、勝手に避難者にイン

タビューしたり、避難所内を撮影するような行為は禁止とします。 

 

VI.  オンエア日や記事掲載日等が決定しましたら、下記までご連絡願います。

なお、取材・訪問等又は、避難所の運営に関して、お問い合わせ等ござい

ましたら、合わせて下記までご連絡願います。 
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【様式１３】 

 

マスコミ用受付用紙 

 
受付日時     年  月  日( )   時   分 

退所日時     年  月  日( )   時   分 

代

表

者 

氏名 所属 

連絡先 

住所 〒                             TEL  

                                    FAX 

同

行

者 

氏名  所属 

氏名  所属 

氏名  所属 

氏名  所属 

氏名  所属 

氏名  所属 

取 材 目 的 
 

放送・掲載予定日時 

日時：   年  月  日( )   時  分～ 

媒体：新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・ウェブ・その他（     ） 

名称： 

避難所付添人（           ） 名刺添付欄 

  

特記事項 

 

※お帰りの際にも必ず受付へお寄りください。
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【様式１４】 

ペット飼育者台帳 
 

Ｎｏ．     

避難所名         

 

 飼育者 

について 

ペット

の種類 

ペット

の名前 
性別 体格 毛色 

登録

日 

退所

日 

備考(ﾜｸﾁﾝ接

種の有無等) 

① 

氏名   オス 

・ 

メス 

   

／ 

 

／ 

 

住所 

TEL  

② 

氏名   オス 

・ 

メス 

   

／ 

 

／ 

 

住所 

TEL  

③ 

氏名   オス 

・ 

メス 

   

／ 

 

／ 

 

住所 

TEL  

④ 

氏名   オス 

・ 

メス 

   

／ 

 

／ 

 

住所 

TEL  

⑤ 

氏名   オス 

・ 

メス 

   

／ 

 

／ 

 

住所 

TEL  

⑥ 

氏名   オス 

・ 

メス 

   

／ 

 

／ 

 

住所 

TEL  

⑦ 

氏名   オス 

・ 

メス 

   

／ 

 

／ 

 

住所 

TEL  

⑧ 

氏名   オス 

・ 

メス 

   

／ 

 

／ 

 

住所 

TEL  

特記事項（避難者からの苦情、トラブル、衛生環境等） 
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＜掲示様式編＞ 
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【掲示様式１】 

 

トイレを使うときの注意（例） 既存トイレを利用する場合 

 

  このトイレは現在、紙類（トイレットペーパーや水に流せ

るティッシュ）を流した場合、詰まる可能性があります。 

 

  紙類は便器に流さず、備え付けのゴミ箱に捨て、捨てた後

は、ゴミ箱のふたを必ず閉めてください。 

 

  トイレを使ったら、備え付けのトイレ用水（バケツ又は、

ペットボトル）で流してください。みんなが使う水なので、

節水を心がけましょう。トイレ用水が なくなりそうなとき

は、気付いた人が協力して、水をくんできましょう。 

 

  トイレ用水はプールの水を使用しているため、手洗いには

使わないでください。手洗いは、手洗い場に備え付けた水

(手洗い用)を使ってください。 

 

  みんなが使うトイレなので、きれいに使いましょう。汚れ

たら、その場できれいにすることがマナーです。 

 

  トイレの掃除は、避難所の利用者全員が、当番で行います。

当番表を確認し、協力して行いましょう。 

 

トイレの管理担当                
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【掲示様式２】（厚生労働省 HP より）

 

75



 

 

【掲示様式３】（厚生労働省 HP より） 
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【掲示様式４】（厚生労働省 HP より） 
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【掲示様式５】（厚生労働省 HP より） 
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【掲示様式６】（厚生労働省 HP より） 
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禁
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用
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可
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様式集 

 

 

＜チェックリスト編＞
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ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 1 

 

避難所運営チェックリスト （地域住民の方向け） 

１ 事前対策

 １－２　避難所の周知・確認

指定緊急避難場所の確認 □

指定避難所（避難所）の確認 □

代替避難先の想定 □

車中泊避難用の駐車スペースの事前想定 □

福祉避難所の確認 □

 １－３　避難施設の設備・備蓄

避難所における設備・資機材・備蓄の確認 □

 １－４　避難所運営マニュアルの作成・設置

避難所運営マニュアルの作成・内容確認 □

□

施設管理者（学校関係者など）への避難所運営マニュアルの事前提供 □

 １－５　初期の運営と避難所運営委員会設置に向けた取組み

□

 １－６　避難所開設・運営訓練の実施

□

仕　　事  役割分担

地域住民からの代表者の選出と、避難所運営委員会の組織の事前検討（班長
の選出等）

地域住民・市町村・施設管理者が一体となった避難所開設・運営訓練の実施

避難所運営マニュアルの避難所への設置

◎印：仕事に複数班が関わる場合の主担当
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 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 1 

２ 初動期 （ 発災が予見された時 ～ 発災後２４時間 ）

 ２－２　施設の利用範囲の決定

施設（避難所）の利用範囲の決定 □ 避難者の代表者

土足禁止区域の徹底 □ 避難者の代表者

利用場所の用途ごとの指定 □ 避難者の代表者

□ 避難者の代表者

避難所周辺の利用範囲の決定 □ 避難者の代表者

 ２－３　避難所の初動運営

家族や近隣住民どうしの安否確認（負傷者への応急手当） □

□ 避難者の代表者、自主防災組織を中心とする避難者

□ 避難者の代表者、自主防災組織を中心とする避難者

□ 避難者の代表者、自主防災組織を中心とする避難者

□ 避難者の代表者、自主防災組織を中心とする避難者

□ 避難者の代表者、自主防災組織を中心とする避難者

□ 避難者の代表者、自主防災組織を中心とする避難者

□

□

 ２－４　トイレの確保

□ 地域の自主防災組織等

トイレの適切な使用 □

適切な衛生環境の確保 □ 地域の自主防災組織等

適切な感染症予防 □

 ２－５　食料・物資の配布

□ 地域の自主防災組織を中心とする避難者

プッシュ型支援物資の受入れ（受取り） □ 地域の自主防災組織を中心とする避難者

食料・物資の保管・管理 □ 地域の自主防災組織を中心とする避難者

通路の確保

食料・飲料水その他生活必需品の過不足の把握

通信手段の確保

食料・水・毛布等の食料・物資の配布

散乱危険物の除去等、施設管理者の補助

トイレの確保

避難所開設の広報補助

避難所の備蓄倉庫からの必要物品（資機材や生活必需品）の搬入、過不足の
把握

負傷者や要配慮者等の被災者のスクリーニング
（病院や福祉避難所への搬送者の決定）

避難者数、被害状況等の把握

避難者の受付
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 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 1 

３ 展開期 （ 発災後２４時間 ～ 発災後３週間程度 ）

 ３－１　避難所運営委員会と運営班の設置

避難所運営委員会と運営班の設置 □

 ３－２　避難者の確認

避難者カードの印刷、配布 □ 避難者情報管理班

避難者カードの記入 □ 避難者（全員）

避難者カードの回収と退所時連絡の呼びかけ □ 避難者情報管理班

避難所利用者名簿の作成 □ 避難者情報管理班

□ 避難者情報管理班

□ 避難者情報管理班

 ３－３　用途に応じたスペースの設置

居住スペースの設置 □ ◎総務班、各運営班

通路の確保 □ ◎総務班、各運営班

運営スペースの設置 □ ◎総務班、各運営班

各種スペースの設置 □ ◎総務班、各運営班

 ３－４　水の確保（飲料水・生活用水等）

水道利用の可否（避難所の水道施設の被害状況）の確認 □ 食料・物資班

飲料水の確保（その１）（水道水の使用の可否を問わず実施） □ 食料・物資班

□ 食料・物資班

□ 食料・物資班

□ 食料・物資班

 ３－５　食料・物資の提供

物資の搬入ルートや積み降ろし場所の確保 □ 食料・物資班

必要な食料・物資の品目、数量確認と提供要請 □ 食料・物資班

食料・物資の管理 □ 食料・物資班

食料・物資の配布 □ 食料・物資班

女性の担当者による物資配布 □ 食料・物資班

□ 食料・物資班

 ３－６　衛生環境の確保とごみ処理

避難所の定期的な清掃、消毒、換気の実施 □ 衛生班

ごみの臨時集積所の設置 □ 衛生班

ごみの排出ルールの確立 □ 衛生班

 ３－７　情報の収集と伝達

情報収集・伝達機器の確保 □

掲示板の管理 □

館内放送等による情報伝達 □

要配慮者への情報伝達 □

車中泊避難者や在宅避難者への情報伝達 □

 ３－８　プライバシーの確保

パーティション等での仕切り □ ◎総務班、避難者情報管理班、生活支援班

避難者カードの管理 □ ◎避難者情報管理班、生活支援班

郵便・宅配便の管理 □ ◎総務班、避難者情報管理班

避難世帯数、避難人員数、避難所施設の状況、ライフラインの状況等につい
て、市町村災害対策本部へ報告（毎日１回以上）

　◆食料・物資保管スペース ◆給水所 ◆炊き出しスペース ◆仮設トイレ ◆洗濯機 ◆共用・男女別物干し場 ◆仮設風呂 ◆相談コーナー・休養スペース
　◆男女別更衣室 ◆授乳スペース ◆キッズスペース ◆自習室 ◆救護スペース ◆手指消毒用スペース ◆ごみ集積所 ◆予備スペース ◆喫煙所

飲料水の確保（その２）給水拠点の確認（水道水が使用できない場合）

生活用水の確保（井戸水や、プールの水の状況把握及び給水）

情報提供班

◎情報提供班、避難者情報管理班、食料・物資班

◎情報提供班、生活支援班

避難先の移動

炊き出しによる食事の提供

情報提供班

情報提供班

　◆運営本部　◆受付　◆支援者用スペース　◆掲示板

　◆居住スペース　◆福祉避難スペース　◆ペットスペース　◆車中泊避難者用駐車場の指定

飲料水の確保（その３）飲料水の緊急要請（水道水が使用できない場合）

98



 

 ３－９　二次避難への備え

更なる大規模災害の発生による二次避難への備え □ ◎総務班

長期避難に対応した二次避難所の活用検討 □ ◎総務班、避難者情報管理班、生活支援班

 ３－10　他市町村、他県等からの応援職員の派遣

応援職員の要請 □ 避難所運営委員会、◎総務班

業務の引継ぎ □ 避難所運営委員会、◎総務班

 ３－11　避難所ボランティアの受入

避難所ボランティアの派遣要請 □ ◎総務班、各運営班

ボランティア受付窓口の設置 □ ◎総務班、各運営班

ボランティアの業務を割り振り □ ◎総務班、各運営班

運営委員会や朝礼等でのボランティアの紹介 □ ◎総務班、各運営班

 ３－12　マスコミ・訪問者対応

マスコミ・訪問者への対応 □ ◎情報提供班、避難者情報管理班

安否確認への対応 □ ◎情報提供班、避難者情報管理班

電話対応、来客対応 □ ◎情報提供班、避難者情報管理班

 ３－13　避難者の健康管理

感染症の予防対策（トイレの感染症予防） □ ◎衛生班、各運営班

感染症等の予防対策（その他の感染症予防） □ ◎衛生班、各運営班

エコノミークラス症候群などの健康被害への予防対策 □ ◎衛生班、各運営班

熱中症対策 □ ◎衛生班、各運営班

持病のある避難者への対応 □ ◎衛生班及び生活支援班、各運営班

寝床の改善 □ ◎衛生班、各運営班

入浴機会の提供 □ ◎衛生班、各運営班

 ３－14　避難者の心のケア対策

相談体制の確立 □ ◎生活支援班、総務班、避難者情報管理班

相談者別の専用相談窓口の設置 □ ◎生活支援班、総務班、避難者情報管理班

保健師等による避難所内の巡回 □ ◎生活支援班、総務班、避難者情報管理班

サロン活動の実施 □ ◎生活支援班、総務班、避難者情報管理班

 ３－15　ペットの同行避難について

ペットの災害への備え □ ◎生活支援班、総務班、避難者情報管理班

避難所での対応（ペットの受入れ場所の確保） □ ◎生活支援班、総務班、避難者情報管理班

他の避難者への配慮 □ ◎生活支援班、総務班、避難者情報管理班

 ３－16　防犯体制の確立

防犯体制の確立（自警団の設置） □ 総務班

警察官による見回り・立寄りの依頼 □ 総務班

 ３－17　女性・子どもの視点での避難所運営

専用更衣室の確保 □ ◎総務班、生活支援班

授乳スペースの確保 □ ◎総務班、生活支援班

男女別の物干し場の確保 □ ◎総務班、生活支援班

専用トイレの確保 □ ◎総務班、生活支援班

女性の担当者による物資配布 □ ◎生活支援班、総務班

女性専用相談窓口の設置 □ ◎生活支援班、総務班

サロン活動の実施 □ ◎生活支援班、総務班

 ３－18　要配慮者への配慮を踏まえた避難所運営

要配慮者の居住スペースの指定 □ ◎総務班、生活支援班

通路の確保 □ ◎総務班、生活支援班

トイレの確保 □ ◎生活支援班、総務班、食料・物資班

食料・水・毛布等の食料・物資の配布 □ ◎生活支援班、食料・物資班

情報伝達 □ ◎生活支援班、情報提供班

相談窓口の設置 □ ◎生活支援班、総務班
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４ 安定期～撤去期 （ 発災後３週間程度 ～ 避難者の生活環境復旧まで ）

 ４－１　安定期の用務

避難所の統廃合の検討 □ 避難所運営委員会

組織編制の見直し □ 避難所運営委員会

避難所の統廃合に係る移動手段の確保 □ 総務班

避難所スペースのレイアウトの見直し □ 総務班

避難所の防犯体制の見直し □ 総務班

避難所のルールの見直し □ 総務班

避難所利用者名簿の整理 □ 避難者情報管理班

掲示板の整理 □ 情報提供班

□ 情報提供班

□ ◎情報提供班、避難者情報管理班

必要物資の要望の見直し □ 食料・物資班

食料配給における栄養バランスの見直し □ 食料・物資班

避難者の心のケア対策の強化（自立に向けた取り組み等） □ 生活支援班

介助を必要とする避難者への対応強化（介護士や保健師の対応強化） □ 生活支援班

避難者の健康や衛生状態への配慮の強化 □ 衛生班

 ４－２　避難所の統廃合と閉鎖の検討

避難所として利用する施設の範囲を再検討 □ 総務班

 ４－３　避難所閉鎖に向けた体制

避難所の閉鎖決定（予告）の広報 □ ◎情報提供班、生活支援班

被災者支援・生活再建に関する情報提供 □ 情報提供班

□ 生活支援班被災者支援・生活再建に関する要配慮者への情報提供と、相談体制の充実

車中泊避難者や、在宅避難者への情報提供体制の見直し

応急仮設住宅供与、被災者支援や生活再建に係る情報の提供
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避難所運営チェックリスト （市町村担当者向け）

１ 事前対策

 １－２　避難所の周知・確認

指定緊急避難場所の指定・周知 □

指定避難所の指定・周知 □

避難所の耐震診断と耐震化 □

非構造部材の耐震化 □

代替避難所の想定とリスト化 □

車中泊避難用の駐車スペースの事前想定 □

福祉避難所の受入体制の整備 □

 １－３　避難施設の設備・備蓄

避難所における設備・資機材・備蓄の整備 □

 １－４　避難所運営マニュアルの作成・設置

避難所運営マニュアルの作成・内容確認 □

□

施設管理者（学校関係者など）への避難所運営マニュアルの事前提供 □

 １－５　避難所の初動運営と避難所運営委員会設置に向けた取組み

□

 １－６　避難所開設・運営訓練の実施

□

仕　　事 役割分担

避難所の開設と運営体制の検討・準備

地域住民・市町村・施設管理者が一体となった避難所開設・運営訓練の実施

避難所運営マニュアルの避難所への設置
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 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 2 

２ 初動期 （ 発災が予見された時 ～ 発災後２４時間 ）

 ２－１　避難所の開設

避難所担当職員の派遣 □ 市町村災害対策本部

基本建物構造、非構造部材、設備の安全の確認 □ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

□ 市町村災害対策本部

□ 避難所担当職員

 ２－２　施設の利用範囲の決定

施設（避難所）の利用範囲の決定 □ 避難所担当職員

土足禁止区域の徹底 □ 避難所担当職員

利用場所の用途ごとの指定 □ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

避難所周辺の利用範囲の決定 □ 避難所担当職員

 ２－３　避難所の初動運営

□ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

□ 避難所担当職員

 ２－４　トイレの確保

トイレの確保 □ 避難所担当職員

適切な衛生環境の確保 □ 避難所担当職員

 ２－５　食料・物資の配布

□ 避難所担当職員

プッシュ型支援物資の受入れ（受取り） □ 避難所担当職員

食料・物資の保管・管理 □ 避難所担当職員

避難所開設と状況等の市町村災害対策本部への報告

ライフラインや避難所運営に関する設備（トイレの機能状況、防火設備、非
常用電源等）の使用可否の確認

避難所の備蓄倉庫からの必要物品（資機材や生活必需品）の搬入、過不足の
把握

通信手段の確保

必要な場合は、市町村災害対策本部（市町村応急危険度判定実施本部）へ被
災建築物応急危険度判定士の派遣を要請

避難者の受付

避難所の開設、避難者の状況等を市町村災害対策本部へ報告

食料・水・毛布等の食料・物資の配布

通路の確保

避難者数、被害状況等の把握

負傷者や要配慮者等の被災者のスクリーニング
（病院や福祉避難所への搬送者の決定）

食料・飲料水その他生活必需品の過不足の把握

避難所開設の広報
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 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 2 

３ 展開期 （ 発災後２４時間 ～ 発災後３週間程度 ）

 ３－１　避難所運営委員会と運営班の設置

避難所運営委員会と運営班の設置 □ 避難所支援担当者

 ３－２　避難者の確認

避難者カードの印刷、配布 □ 避難所支援担当者

避難者カードの回収と退所時連絡の呼びかけ □ 避難所支援担当者

避難所利用者名簿の作成 □ 避難所支援担当者

□ 避難所支援担当者

□ 避難所支援担当者

 ３－３　用途に応じたスペースの設置

居住スペースの設置 □ 避難所支援担当者

通路の確保 □ 避難所支援担当者

運営スペースの設置 □ 避難所支援担当者

各種スペースの設置 □ 避難所支援担当者

 ３－４　水の確保（飲料水・生活用水等）

水道利用の可否（避難所の水道施設の被害状況）の確認 □ 避難所支援担当者

飲料水の確保（その１）（水道水の使用の可否を問わず実施） □ 避難所支援担当者

□ 避難所支援担当者

□ 避難所支援担当者

□ 避難所支援担当者

 ３－５　食料・物資の提供

物資の搬入ルートや積み降ろし場所の確保 □ 避難所支援担当者

必要な食料・物資の品目、数量確認と提供要請 □ 避難所支援担当者

食料・物資の管理 □ 避難所支援担当者

食料・物資の配布 □ 避難所支援担当者

女性の担当者による物資配布 □ 避難所支援担当者

□ 避難所支援担当者

 ３－６　衛生環境の確保とごみ処理

避難所の定期的な清掃、消毒、換気の実施 □ 避難所支援担当者

ごみの臨時集積所の設置 □ 避難所支援担当者

ごみの排出ルールの確立 □ 避難所支援担当者

 ３－７　情報の収集と伝達

情報収集・伝達機器の確保 □ 避難所支援担当者

掲示板の管理 □ 避難所支援担当者

館内放送等による情報伝達 □ 避難所支援担当者

要配慮者への情報伝達 □ 避難所支援担当者

車中泊避難者や在宅避難者への情報伝達 □ 避難所支援担当者

 ３－８　プライバシーの確保

パーティション等での仕切り □ 避難所支援担当者

避難者カードの管理 □ 避難所支援担当者

郵便・宅配便の管理 □ 避難所支援担当者

飲料水の確保（その２）給水拠点の確認（水道水が使用できない場合）

生活用水の確保（井戸水や、プールの水の状況把握及び給水）

　◆食料・物資保管スペース ◆給水所 ◆炊き出しスペース ◆仮設トイレ ◆洗濯機 ◆共用・男女別物干し場 ◆仮設風呂 ◆相談コーナー・休養スペース
　◆男女別更衣室 ◆授乳スペース ◆キッズスペース ◆自習室 ◆救護スペース ◆手指消毒用スペース ◆ごみ集積所 ◆予備スペース ◆喫煙所

　◆運営本部　◆受付　◆支援者用スペース　◆掲示板

避難先の移動

　◆居住スペース　◆福祉避難スペース　◆ペットスペース　◆車中泊避難者用駐車場の指定

飲料水の確保（その３）飲料水の緊急要請（水道水が使用できない場合）

炊き出しによる食事の提供

避難世帯数、避難人員数、避難所施設の状況、ライフラインの状況等につい
て、市町村災害対策本部へ報告（毎日１回以上）
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 ３－９　二次避難への備え

更なる大規模災害の発生による二次避難への備え □ 避難所支援担当者

長期避難に対応した二次避難所の活用検討 □ 避難所支援担当者

 ３－10　他市町村、他県等からの応援職員の派遣

応援職員の要請 □ 避難所支援担当者

被災市町村の職員と応援職員の業務の分担 □ 避難所支援担当者

業務の引継ぎ □ 避難所支援担当者

 ３－11　避難所ボランティアの受入

避難所ボランティアの派遣要請 □ 避難所支援担当者

ボランティア受付窓口の設置 □ 避難所支援担当者

ボランティアの業務を割り振り □ 避難所支援担当者

運営委員会や朝礼等でのボランティアの紹介 □ 避難所支援担当者

 ３－12　マスコミ・訪問者対応

マスコミ・訪問者への対応 □ 避難所支援担当者

安否確認への対応 □ 避難所支援担当者

電話対応、来客対応 □ 避難所支援担当者

 ３－13　避難者の健康管理

感染症の予防対策（トイレの感染症予防） □ 避難所支援担当者

感染症等の予防対策（その他の感染症予防） □ 避難所支援担当者

エコノミークラス症候群などの健康被害への予防対策 □ 避難所支援担当者

熱中症対策 □ 避難所支援担当者

持病のある避難者への対応 □ 避難所支援担当者

寝床の改善 □ 避難所支援担当者

入浴機会の提供 □ 避難所支援担当者

 ３－14　避難者の心のケア対策

相談体制の確立 □ 避難所支援担当者

相談者別の専用相談窓口の設置 □ 避難所支援担当者

保健師等による避難所内の巡回 □ 避難所支援担当者

サロン活動の実施 □ 避難所支援担当者

 ３－15　ペットの同行避難について

ペットの災害への備え □ 避難所支援担当者

避難所での対応（ペットの受入れ場所の確保） □ 避難所支援担当者

他の避難者への配慮 □ 避難所支援担当者

 ３－16　防犯体制の確立

防犯体制の確立（自警団の設置） □ 避難所支援担当者

警察官による見回り・立寄りの依頼 □ 避難所支援担当者

 ３－17　女性・子どもの視点での避難所運営

専用更衣室の確保 □ 避難所支援担当者

授乳スペースの確保 □ 避難所支援担当者

男女別の物干し場の確保 □ 避難所支援担当者

専用トイレの確保 □ 避難所支援担当者

女性の担当者による物資配布 □ 避難所支援担当者

女性専用相談窓口の設置 □ 避難所支援担当者

サロン活動の実施 □ 避難所支援担当者

 ３－18　要配慮者への配慮を踏まえた避難所運営

要配慮者の居住スペースの指定 □ 避難所支援担当者

通路の確保 □ 避難所支援担当者

トイレの確保 □ 避難所支援担当者

食料・水・毛布等の食料・物資の配布 □ 避難所支援担当者

情報伝達 □ 避難所支援担当者

相談窓口の設置 □ 避難所支援担当者
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４ 安定期～撤去期 （ 発災後３週間程度 ～ 避難者の生活環境復旧まで ）

 ４－１　安定期の用務

避難所利用者名簿の整理 □ 避難所支援担当者

避難所の統廃合に係る情報の取得 □ 避難所支援担当者

□ 避難所支援担当者

 ４－２　避難所の統廃合と閉鎖の検討

避難所として利用する施設の範囲を再検討 □ 避難所支援担当者

避難者の二次避難先や住居等の確保 □ 市町村災害対策本部

避難所として利用する施設の再検討 □ 市町村災害対策本部

 ４－３　避難所閉鎖に向けた体制

避難所閉鎖後の被災者支援・生活再建に関する情報の収集・提供 □ 避難所支援担当者

□ 避難所支援担当者被災者支援・生活再建の避難者（要配慮者）への説明と相談体制の充実

応急仮設住宅供与、被災者支援や生活再建に関する情報の取得・提供
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 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 3

避難所運営チェックリスト （施設管理者向け）

１ 事前対策

 １－２　避難所の周知・確認

指定緊急避難場所の指定・周知 □

指定避難所の指定・周知 □

避難所の耐震診断と耐震化 □

非構造部材の耐震化 □

代替避難所の想定とリスト化 □

車中泊避難用の駐車スペースの事前想定 □

福祉避難所の受入体制の整備 □

 １－４　避難所運営マニュアルの作成・設置

避難所運営マニュアルの作成・内容確認 □

□

施設管理者（学校関係者など）への避難所運営マニュアルの事前提供 □

 １－５　避難所の初動運営と避難所運営委員会設置に向けた取組み

□

 １－６　避難所開設・運営訓練の実施

□

避難所運営マニュアルの避難所への設置

仕　　事 摘要

避難所の開設（特に開錠）と運営の支援体制の検討・準備

地域住民・市町村・施設管理者が一体となった避難所開設・運営訓練の実施
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２ 初動期 （ 発災が予見された時 ～ 発災後２４時間 ）

 ２－１　避難所の開設

避難所開錠担当者の派遣 □

基本建物構造、非構造部材、設備の安全の確認

□

□

□

 ２－２　施設の利用範囲の決定

施設（避難所）の利用範囲の決定 □

土足禁止区域の徹底 □

利用場所の用途ごとの指定 □

□

避難所周辺の利用範囲の決定 □

 ２－４　トイレの確保

トイレの確保 □

適切な衛生環境の確保 □

必要な場合は、市町村災害対策本部（市町村応急危険度判定実施本部）へ被
災建築物応急危険度判定士の派遣を要請

ライフラインや避難所運営に関する設備（トイレの機能状況、防火設備、非
常用電源等）の使用可否の確認

散乱危険物（ガラス破片や倒壊した備品等）の除去、清掃

通路の確保

 

107



 

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 3  

３ 展開期 （ 発災後２４時間 ～ 発災後３週間程度 ）

 ３－１　避難所運営委員会と運営班の設置

避難所運営委員会と運営班の設置 □

 ３－３　用途に応じたスペースの設置

居住スペースの設置 □

通路の確保 □

運営スペースの設置 □

各種スペースの設置 □

 ３－４　水の確保（飲料水・生活用水等）

水道利用の可否（避難所の水道施設の被害状況）の確認 □

飲料水の確保（その１）（水道水の使用の可否を問わず実施） □

□

□

□

 ３－５　食料・物資の提供

物資の搬入ルートや積み降ろし場所の確保 □

必要な食料・物資の品目、数量確認と提供要請 □

食料・物資の管理 □

食料・物資の配布 □

女性の担当者による物資配布 □

□

 ３－６　衛生環境の確保とごみ処理

避難所の定期的な清掃、消毒、換気の実施 □

ごみの臨時集積所の設置 □

ごみの排出ルールの確立 □

 ３－７　情報の収集及び伝達

情報収集・伝達機器の確保 □

掲示板の管理 □

館内放送等による情報伝達 □

要配慮者への情報伝達 □

車中泊避難者や在宅避難者への情報伝達 □

 ３－８　プライバシーの確保

パーティション等での仕切り □

避難者カードの管理 □

郵便・宅配便の管理 □

 ３－９　二次避難への備え

更なる大規模災害の発生による二次避難への備え □

長期避難に対応した二次避難所の活用検討 □

飲料水の確保（その３）飲料水の緊急要請（水道水が使用できない場合）

　◆居住スペース　◆福祉避難スペース　◆ペットスペース　◆車中泊避難者用駐車場の指定

　◆運営本部　◆受付　◆支援者用スペース　◆掲示板

炊き出しによる食事の提供

　◆食料・物資保管スペース ◆給水所 ◆炊き出しスペース ◆仮設トイレ ◆洗濯機 ◆共用・男女別物干し場 ◆仮設風呂 ◆相談コーナー・休養スペース
　◆男女別更衣室 ◆授乳スペース ◆キッズスペース ◆自習室 ◆救護スペース ◆手指消毒用スペース ◆ごみ集積所 ◆予備スペース ◆喫煙所

飲料水の確保（その２）給水拠点の確認（水道水が使用できない場合）

生活用水の確保（井戸水や、プールの水の状況把握及び給水）
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 ３－15　ペットの同行避難について

避難所での対応（ペットの受入れ場所の確保） □

 ３－16　防犯体制の確立

防犯体制の確立（自警団の設置） □

警察官による見回り・立寄りの依頼 □

 ３－17　女性・子どもの視点での避難所運営

専用更衣室の確保 □

授乳スペースの確保 □

男女別の物干し場の確保 □

専用トイレの確保 □

 ３－18　要配慮者への配慮を踏まえた避難所運営

要配慮者の居住スペースの指定 □

通路の確保 □

トイレの確保 □
 

 

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 3 

４ 安定期～撤去期 （ 発災後３週間程度 ～ 避難者の生活環境復旧まで ）

 ４－１　安定期の用務

避難所スペースの見直し □

 ４－２　避難所の統廃合と閉鎖の検討

避難所として利用する施設の範囲を再検討 □
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ﾁｪｯｸﾘｽﾄ４

調査時点︓　　　　　　年　　　　⽉　　　　⽇（　　）　　　　時　　　　分

施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 調査者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項　　　　目 ☑ 必要な対応
１.施設利⽤者の確認
　　建物内に人が残っている □ ・確認を終えるまで建物内からの退避を誘導
２.屋外からの建物の確認
　　周辺施設の倒壊の危険性がある □ ・屋外へ退避し、他の避難所への誘導を検討
　　建物が傾いている □
　　建物がひび割れている □
　　壁の剥離がある □
　　屋根の落下や破損がある □
　　非常階段が使⽤できない □
　　火災が発生している □
　　ガスの臭いがする □
３.屋内からの建物の確認
　　天井の落下や⻲裂がある □
　　廊下が安全に通⾏できない □
　　階段が安全に上り下りできない □
　　床に⻲裂や散乱物がある □
　　照明の落下や破損がある □
　　窓ガラスの割れやひびがある □
　　防火設備が機能していない
　　（防火扉、防火シャッター、スプリンクラー等）
４.ライフラインの確認
　　トイレが使⽤不可能 ・代替となる⼿段の確保を検討
　　※確認方法はマニュアルP21　２－４参照  または市災害対策本部へ要請
　　電気が使えない
　　（停電の場合は非常⽤電源は使えるか）
　　水道が使えない □
　　ガスが使えない □
５.その他気づいた点・危険部分への対処方法

【　　総　合　的　な　評　価　　】
施設利⽤の可否について（　○　・　　△　　・　　×　）

避難所開設時の安全確認チェックリスト

□

□

□

・施設管理者、避難所運営協議会、避難所担
当市職員が協議のうえ施設の利⽤可否を決定

・施設を使⽤する場合、被害箇所周辺と、余震
により同様の被害が⾒込まれる場所への⽴ち⼊り
（設備の使⽤）を禁止
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